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問 保健課 子育て支援係　☎内線 124

詳しくは、垂水市
ホ ー ム ペ ー ジ を
ご確認ください。

令和６年 10月（12月支給分）から
児童手当の制度が変更されます
　「こども未来戦略」に基づき児童手当法が改正され、令和６年 10 月分から、所得制限の撤廃、高
校生年代までの支給期間の延長、多子加算の額および算定方法の見直しを行う制度拡充が実施されま
す。また、支払月が年３回から年６回に変更となります。

Pick Up
3

令和 6 年 9 月分まで（改正前） 令和 6 年 10 月分以降（改正後）

支給対象
中学校修了までの児童（15 歳に達する日
以後の最初の３月 31 日まで）を養育して
いる方

18 歳に達する日以後の最初の３月 31 日
まで（高校生年代まで）を養育している方

所得制限 所得制限あり 所得制限なし

支給月額

・３歳未満　　　一律 15,000 円
・３歳～小学校修了まで
　　第１子、第２子　10,000 円
　　第３子以降　　　15,000 円
・中学生　　　　一律 10,000 円
・所得制限以上　一律　5,000 円
・所得上限以上　支給なし

・３歳未満　 第１子、第２子　15,000 円
　　　　　   第３子以降　　　30,000 円
・３歳 ～ 18 歳に達する日以後の最初の

３月 31 日まで（高校生年代まで）
　　　　　   第１子、第２子　10,000 円
　　　　　   第３子以降　　　30,000 円

多子加算の
数え方

上のお子さんが 18 歳に達する日以後の
年度末まで親等の経済的負担がある場合、
その上の子を第１子・第２子と数えて、3
番目以降の子

上のお子さんが 22 歳に達する日以後の年
度末まで親等の経済的負担がある場合、そ
の上の子を第１子・第２子と数えて、3 番
目以降の子※

支給時期 ３回（６月、10 月、２月）
（各前月までの４か月分を支給）

６回（偶数月）
（各前月までの２か月分を支給）

● 制度改正の概要

※ 22 歳に達した日以降の最初の 3 月 31 日までの親等の経済的負担がある子（児童養護施設等に入
　 所中の児童を除く）のうち、年長者から第 1 子、第 2 子・・・と数えます。

● 申請対象者
　制度改正の対象と思われる方に住民基本台帳および児童手当支給台帳に基づき、垂水市保健課から
順次申請書類を送付します。
※住所が市外ある児童等は把握できない場合があります。制度改正の対象と思われる方で、10 月中
　に申請書類等が届かない場合は、保健課子育て支援係までご連絡ください。

● 申請期限（初回）
　申請期限を３回に分けて設けます。
　初回の申請期限は、
　11 月 15 日です。
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